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1. 税務管理に関する規則 
 
財務省は 2007 年 6 月 14 日に Circular 60/2007/TT-BTC を発行し、2006 年 11 月 19 日付け税務管理法
No. 78/2006/QH11 と 2007 年 5 月 25 日付け Decree 85/2007/ND-CP の一部条項の施行細則ガイドライ
ンを提供しました。 
 
Circular 60 は、税務申告、税金計算、税金納付、税金の減免とその手続、税金還付の手続、税務監査、お
よび税務調査について規定しています。この Circular では、輸出入品の税務管理、原油の採掘・輸出活動、
税務登録などの点は網羅していません。 
 
Circular 60 はまた、VAT、法人所得税、個人所得税、特別売上税、天然資源税（またはロイヤルティ税）、
事業税、外国契約者源泉税、土地家屋税、手数料、課徴金、その他と関係する 132 種類の税務書式を定
めています。 
 
なお、この Circular は官報に記載された日付の 15 日後より発効し、2007 年 7 月から適用開始となりまし
た。 
 

2. 優遇輸入関税について 
 

財務省は 2007 年 8 月 3 日に、2006 年 7 月 28 日付け Decision 39/2006/QD-BTC に記載された一部輸
入品を対象とした優遇関税の暫定的改定に関する Decision 69/2007/QD-BTC と Decision 70/2007/QD-
BTC を発行しました（因みに、Decision 39 は 2006 年 12 月 29 日付け Decision 78/2006/QD-BTC によっ
て、修正・補足されています。） 
 
Decision 70 は、肉類、牛乳、クリーム、バターミルク、乳清、穀物、およびその他食材などの優遇関税を改
定したものです。 
 
これらの Decision は官報に記載された日付の 15 日後より発効し、2007 年 8 月 8 日以降の税関申告から
適用開始となりました。 
 
 

3. 税金コードの登録に関する新しい規則 
 

財務省は 2007 年 7 月 18 日に Circular 85/2007/TT-BTC を発行し、税務管理法に基づく税金コード登録
に関する施行ガイドラインを提供しました。 
 
この Circular は官報に記載された日付の 15 日後より発効し、2006 年 2 月 14 日付け Circular 
10/2006/TT-BTC に取って代わります。 
 

 
4. タバコの生産と売買に関する新しい Decree 
 

政府は 2007 年 7 月 18 日に Decree 119/2007/ND-CP を発行し、タバコの生産と売買に関するガイドライ
ンを提供しました。この Decree は、タバコ原料の企画、投資、栽培、加工、および売買ならびにタバコ製品
と機械・設備の生産、販売および輸出入について定めています。 
 
なお、この Decree は官報に記載された日付の 15 日後より発効し、2001 年 10 月 22 日付け Decree 
76/2001/ND-CP に取って代わります。 
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5. 原油・ガス事業者と輸入関税免除について 

 

税関局は 2007 年 7 月 24 日に、原油・ガスの探査と採掘に使用する輸入品を対象とした輸入関税に関す

る Official Letter 4168/TCHQ-KTTT を発行しました。この Official Letter により、下請け業者は、原油・ガ

ス事業者が税関当局に登録した輸入品については、輸入関税が免除されます。 

 
6. 輸出加工企業に販売する物品の VAT について 

 

税務局が 2007 年 7 月 20 日に発行した Official Letter 2822/TCT によると、輸出加工企業に販売する文

房具と食品は、0%の VAT 税率が適用されます。ただし、売り手は販売品の税関申告を行う必要がありま

す。それを怠った場合には、国内販売したものとして扱われ、VAT の課税対象となります。 
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